
 

 

  
 
 

 「島根県産品の販売促進キャンペーン」の実施期間を延長します！ 

［島根県物産観光館・しまねのふるさと直送便］ 
 

「島根県物産観光館」及びオンラインショップ「しまねのふるさと直送便」で対象商品を 5,000円以上購入 

された方が、商品を発送される際に送料をサービスする標記のキャンペーンについて、コロナ禍により依然

として県産品の販売が減少している状況を踏まえ、下記のとおりキャンペーン期間を延長します。 

 また、県内事業者の方のキャンペーンへの出品についても引き続き募集します。 

記 

 ＜キャンペーン概要＞ 

   １ 実施場所・サイト 

    ・島根県物産観光館（松江市殿町 191番地） 

    ・しまねのふるさと直送便（https://www.shimane-bussan.or.jp/） 

 

   ２ 期 間 

     （延長前）  令和４年３月３１日（木）まで 

（延長後）  令和４年６月３０日（木）まで 

      ※商品によっては、早期に終了する場合があります 

      ※本キャンペーンの事業費が上限に達した場合は、実施期間中であってもキャンペーンを終了する 

       場合があります 

 

   ３ 内 容 

     対象商品を税込 5,000 円以上購入された方が、商品を発送される場合の送料を県が負担 

 

４ 出品商品の募集 

     出品商品を随時受付しておりますので（受付期間５月３０日（月）まで）、詳しくは、事務局（（一社）島根 

県物産協会）ホームページをご覧ください。 

      https://www.shimane-bussan.or.jp/sb/news/cp2022-1 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 4 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/shinkikakujuuR4.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

島根創生計画 

Ｉ.活力ある産業をつくる 

２.力強い地域産業づくり 

(3)地域資源を活かした産業の振興（P22） 
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